
町議会12月定例会

　傍聴のときの参考にしてください。
●議会日程（予定）

12 月  ２日（金）　本会議（提案）
12 月  ７日（水）　本会議（質疑・付託）
　 本会議終了後 　議会運営委員会
12 月  ８日（木）　本会議（一般質問）
12 月  ９日（金）　本会議（一般質問）
12 月 12 日（月）　文厚産建委員会
12 月 13 日（火）　総務財政委員会
12 月 15 日（木）　議会運営委員会
12 月 16 日（金）　本会議（採決）

※全て午前 10 時開始です。
※日程は変更になる場合があり

ます。11月下旬の議会運営
委員会で最終決定します。

●問い合わせ　
　役場議会事務局

12月２日（金）開会予定

　
次
の
工
事
を
行
っ
た
と
き
、
工
事
完

了
後
３
か
月
以
内
の
申
請
で
固
定
資
産

税
が
減
額
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

▽
住
宅
の
断
熱
性
能
を
高
め
る
よ
う
な

省
エ
ネ
改
修

▽
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
て
ら

れ
た
住
宅
の
耐
震
改
修

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
固
定
資
産
税
係

　
家
屋
の
新
築
・
増
築
の
評
価
も
れ
や

滅
失
も
れ
な
ど
が
な
い
か
を
調
査
す
る

た
め
、
町
職
員
が
訪
問
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
固
定
資
産
税
の
決
定
に
必
要

な
調
査
で
す
。協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
役
場
に
届
け
出
が
必
要
な
と
き

▽
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
壊
し
た

▽
土
地
や
建
物
の
所
有
者
が
住
所
を
変

更
し
た
・
死
亡
し
た

▽
納
税
管
理
人
を
指
定
・
変
更
し
た

　
指
名
手
配
被
疑
者
の
早
期
逮
捕
に
は

警
察
に
よ
る
日
頃
の
捜
査
活
動
に
加
え

て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
情
報
提
供
な
ど
の

協
力
が
必
要
で
す
。
わ
ず
か
な
情
報
で

も
提
供
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
折
尾
警
察
署
☎
６
９

１
局
０
１
１
０
番

【
街
頭
啓
発
】

●
と　
き　
12
月
１
日
（
木
）
①
午
前

７
時
30
分
②
午
後
３
時
30
分

●
と
こ
ろ　
①
水
巻
駅・
東
水
巻
駅
②

ル
ミ
エ
ー
ル
水
巻
店・ト
ラ
イ
ア
ル

水
巻
店

【
人
権
啓
発
作
品
展
】

●
と　
き　
12
月
１
日（
木
）～
12
日（
月
）

●
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
玄
関
ホ
ー
ル

●
内　
容　
町
内
の
保
育
所・保
育
園・

幼
稚
園
・
小
中
学
校
の
児
童
お
よ
び

生
徒
の
作
品
展

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
人
権
係

●
と　
き　
11
月
11
日
（
金
）
～
令
和

５
年
１
月
22
日
（
日
）
午
前
９
時
～

午
後
５
時

※
月
曜
日
・
祝
日
・
12
月
28
日
（
水
）

～
令
和
５
年
１
月
４
日
（
水
）
は
休

館
し
ま
す
。

●
と
こ
ろ　
福
岡
共
同
公
文
書
館
（
筑

紫
野
市
上
古
賀
）

●
内　
容　
「
ふ
く
お
か
あ
の
日
あ
の

と
き
１
９
７
２
年
～
50
年
前
、『
町
』

が
『
市
』
に
な
り
ま
し
た
～
」
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　
福
岡
共
同
公
文
書
館

☎（
０
９
２
）９
１
９
局
６
１
６
６
番

　
北
九
州
地
域
３
市
６
町
の
文
化
団
体

が
参
加
す
る
、
文
化
芸
能
の
祭
典
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
水
巻
町
文
化
連
盟
か
ら

は
、日
舞
「
藤
間
政
周
美
社
中
キ
ッ
ズ
」

と
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
「W

-ballet

」

の
２
団
体
が
出
演
し
ま
す
。

●
と　
き　
12
月
４
日
（
日
）
午
後
０

時
30
分
～
４
時

●
と
こ
ろ　
ユ
メ
ニ
テ
ィ
の
お
が
た
大

ホ
ー
ル
（
直
方
市
山
部
）

●
費　
用　
無
料

●
問
い
合
わ
せ　
水
巻
町
文
化
連
盟

　
☎
２
０
１
局
０
４
０
１
番

　
後
期
高
齢
者
で
、
年
に
一
度
の
健
康

診
査
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
人
は
、
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対　
象　
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

●
受
診
方
法　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

し
て
、
保
険
証
と
受
診
票
を
持
っ
て

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

●
費　
用　
５
０
０
円

●
受
診
期
限　
令
和
５
年
３
月
31
日（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　
詳
し
く
は
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
☎
（
０
９
２
）
６

５
１
局
３
１
１
１
番
へ

INFORMATION

生 活 情 報

遠賀中間休日急病センター
★休日救急医療★ ☎ 282-9919

水巻町役場 ☎ 201-4321
FAX 201-4423

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX 201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX 202-2473

子育て
支援センター

☎ 203-5772
FAX 203-5806

ほっとステーション
（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX 203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX 201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

障害者福祉センター ☎ 201-0794
サクラほーる（高齢者福祉センター）

☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX 202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 582-3031
☎ 644-7820

コミュニティ無線 確認ダイヤル
☎ 201-9119

水巻町新型コロナ相談窓口
平日午前９時～午後５時　 ☎202-3212

※
町
職
員
を
か
た
る
詐
欺
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
訪
問
の
際
は
身
分
証
を

提
示
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
固
定
資
産
税
係

　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
コ
ー
ヒ
ー
を
美
味
し
く

飲
む
方
法
な
ど
を
学
び
ま
せ
ん
か
。
コ
ー

ヒ
ー
に
ぴ
っ
た
り
の
ス
イ
ー
ツ
付
き
で
す
。

●
と　
き　
12
月
５
日
（
月
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
間
程
度

●
と
こ
ろ　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
カ
フ
ェ
ウ

イ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
水
巻
店
（
猪
熊
）

●
定　
員　
20
人

●
費　
用　

▽
会
員　
１
０
０
０
円

▽
一
般　
２
２
０
０
円

●
申
込
方
法　
電
話
や
メ
ー
ル
、
公
式

ラ
イ
ン
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　
11
月
30
日
（
水
）

●
問
い
合
わ
せ　
水
巻
町
国
際
交
流
協

会
☎
２
０
１
局
４
３
２
１
番

●
と　
き　
12
月
15
日
（
木
）
午
前
11

時
～
午
後
４
時

●
と
こ
ろ　
K
M
M
ビ
ル
（
小
倉
北
区

浅
野
）

●
対　
象　
介
護
福
祉
士
か
介
護
関
係

研
修
課
程
修
了
者
で
、
介
護
分
野
に

就
業
し
て
い
な
い
人

●
定　
員　
20
人

●
内　
容　
介
護
技
術
の
復
習

●
問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
社
会
福
祉
協

議
会
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
☎
（
０
９

２
）
５
８
４
局
３
３
１
０
番

●
と　
き　
令
和
５
年
１
月
６
日（
金
）

か
ら
、
お
お
む
ね
毎
週
金
曜
日
（
全

12
回
）
午
後
２
時
～
３
時
30
分

●
と
こ
ろ　

　
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
E
V
E
R
Y（
頃
末
南
）

●
対　
象　
町
内
に
住
む
60
～
74
歳
の
人

※
令
和
５
年
３
月
31
日
時
点
の
年
齢
。

●
定　
員　
20
人
（
先
着
順
）

●
内　
容　
ス
ト
レ
ッ
チ
・
軽
い
運
動
・

頭
の
体
操
・
簡
単
な
認
知
症
予
防
講
座

●
費　
用　
無
料

●
申
込
期
間　
11
月
15
日
（
火
）
～
30

日
（
水
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
役
場
包

括
支
援
係

　

11
月
25
日
～
12
月
１
日
は
犯
罪
の

被
害
に
遭
っ
た
人
た
ち
へ
の
理
解
や
、

被
害
者
支
援
の
必
要
性
を
皆
さ
ん
に

知
っ
て
も
ら
う
「
犯
罪
被
害
者
週
間
」

で
す
。
1
人
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
女
性
の
臨
床
心
理
士
が
あ
な

た
に
寄
り
添
い
ま
す
。

●
相
談
電
話
番
号　

▽
心
の
リ
リ
ー
フ
・
ラ
イ
ン　
☎（
０

９
２
）６
３
２
局
７
８
３
０
番

▽
全
国
共
通
番
号　
☎
＃
８
１
０
３

　
（
シ
ャ
ー
プ
・
ハ
ー
ト
さ
ん
）

●
問
い
合
わ
せ　
折
尾
警
察
署
総
務
課

☎
６
９
１
局
０
１
１
０
番

　
11
月
12
日
～
25
日
は
女
性
に
対
す
る

暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間
で
す
。
配
偶

者
な
ど
か
ら
の
暴
力
に
悩
ん
で
い
る
け

ど
相
談
先
が
分
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
人
の
た
め
に
国
は
「
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ

サ
ー
ビ
ス
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
相

談
し
て
み
る
と
１
人
で
は
気
付
か
な

か
っ
た
解
決
方
法
が
見
つ
か
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

●
相
談
電
話
番
号　
☎
＃
８
０
０
８

　
（
シ
ャ
ー
プ
・
は
れ
れ
ば
）

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ　
役
場
地
域
協
働
係

【
住
民
相
談
員
の
住
民
相
談
】

　
電
話
で
相
談
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
と　
き　
毎
週
月
曜
日・金
曜
日（
祝

日
は
除
く
）
午
後
１
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

【
弁
護
士
の
無
料
法
律
相
談
】

●
と　
き　
12
月
８
日
（
木
）・
23
日

（
金
）
午
後
１
時
～
４
時

●
対　
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

●
定　
員　
各
６
人
（
先
着
順
）

●
申
込
開
始
日　
12
月
１
日
（
木
）
午

前
８
時
30
分

【
介
護
支
援
専
門
員
の
介
護
相
談
】

●
と　
き　
11
月
16
日
（
水
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

【
行
政
相
談
委
員
の
行
政
相
談
】

●
と　
き　
11
月
14
日
（
月
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

【
人
権
擁
護
委
員
の
特
設
人
権
相
談
所
】

　
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
や
学
校
で
の
い
じ
め
・

差
別
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
と　
き　
11
月
14
日
（
月
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

【
共
通
事
項
】

●
と
こ
ろ　
社
会
福
祉
協
議
会
（
い
き

い
き
ほ
ー
る
２
階
）

●
問
い
合
わ
せ　
社
会
福
祉
協
議
会　

☎
２
０
２
局
３
７
０
０
番

 
 

社
会
福
祉
協
議
会

 

９
月
12
日
～
10
月
10
日
受
付
分

【
一
般
寄
付
】

 

匿
名
１
件

【
香
典
返
し
寄
付
】

吉
田
三　
　
　
　
故
・
野
中　
茂
彦
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
中　
玲
子
様

有
料
広
告
欄 ▲公式ライン

　全国瞬時警報システム（Jアラ
ート）を使った放送訓練を実施
します。今回の試験放送は訓練
です。慌てて行動することがな
いよう注意してください。
●と　き　11月16日（水）午前11時
●問い合わせ　役場庶務係

災害時に備え
テスト放送

11 10広報みずまき 2022.11.10広報みずまき 2022.11.10

12
月
４
日
～
10
日
は
人
権
週
間
で
す

街
頭
啓
発
・
人
権
啓
発
作
品
展

福
岡
共
同
公
文
書
館

開
館
10
周
年
記
念
特
別
展

ふ
く
お
か
県
民
文
化
祭
２
０
２
２

北
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
芸
能
の
つ
ど
い

住
宅
改
修
で
固
定
資
産
税
が

減
額
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

新
築
・
増
築
な
ど
の
調
査
で

町
職
員
が
訪
問
し
ま
す

社
会
福
祉
協
議
会
の

相
談
事
業

無
料
で
受
講
で
き
ま
す

介
護
の
お
仕
事
復
帰
セ
ミ
ナ
ー

認
知
症
予
防

か
ら
だ
も
脳
も
若
返
り
教
室

ウ
イ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
で
学
ぶ

コ
ー
ヒ
ー
焙
煎
教
室

犯
罪
被
害
相
談
「
＃
８
１
０
３
」

１
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

Ｄ
Ｖ
電
話
相
談
「
＃
８
０
０
８
」

１
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

指
名
手
配
被
疑
者
の

捜
査
に
協
力
を

早
期
発
見
と
治
療
の
た
め
に

後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査



【情報公開制度】　５件の請求がありました。

▲情報公開コーナー

※非公開とした内容は、個人に関する情報及び法人の事業活動に関する情報です。

請求の内容 取扱機関 決定状況
土地賃貸借契約に係る賃貸借料及び面積など 町長 ※一部公開
店舗賃貸借契約書 町長 ※一部公開
令和３年４月～令和４年３月の修理した町営住宅の個所とその費用
令和４年６月末の町営住宅の空き戸数 町長 公開

令和４年３月議会の本会議と委員会の議事録 議会 公開
令和４年６月議会の本会議と委員会の議事録 議会 公開

知っていますか

情報公開制度・個人情報保護制度

今年度上半期の制度運用状況を公表します

有
料
広
告
欄

【情報公開制度】
　町が保有している情報の公開を義務付ける制度です。
公開範囲は、町が保有する公文書で議会や教育委員会、
選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評
価審査委員会も含みます。住民の皆さん一人一人に、正
確な情報を得て判断する権利があります。知りたいこと
や疑問に思うことがあれば、気軽に情報公開制度を利用
してください。

【個人情報保護制度】
　個人情報を正しく取り扱うことを、町に義務付ける制
度です。住民の皆さん一人一人に、自分の個人情報を見た
り訂正したりする権利があります。町が保有する個人情
報で、自分に関するものは開示などの請求ができます。

【情報公開コーナー】
　役場１階の情報公開コーナーでは、予算書・決算書・
議案書・各種計画書などを常備しています。
●利用時間　平日の午前８時 30 分～午後５時15 分
●利用料金　無料
※コピーをとる場合は、別途料金が必要です。

【個人情報保護制度】　請求はありませんでした。
●問い合わせ　役場庶務係☎ 201-4321

体
罰
に
よ
ら
な
い
子
育
て
を

　
「
し
つ
け
」と
は
、子
ど
も
が
社
会
で

自
律
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
子
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト
し
社
会
性

を
育
む
行
為
で
す
。

　
「
体
罰
」と
は
、子
ど
も
の
身
体
に
苦

痛
を
与
え
、ま
た
は
不
快
感
を
意
図
的

に
も
た
ら
す
行
為
で
す
。
ど
ん
な
理
由

で
あ
っ
て
も
、
体
罰
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
体
罰
が
繰
り
返
さ
れ
る

と
、
子
ど
も
の
心
身
・
発
達
に
さ
ま
ざ

ま
な
悪
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　
子
ど
も
の
し
つ
け
は
、
体
罰
で
は
な

く
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
見
本
を
示

す
な
ど
、
理
解
で
き
る
方
法
で
伝
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
状
況
や
理
由
に
よ
っ
て
は
、
体
罰
な

ど
は
よ
く
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
感

情
的
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。
保
護
者
は
、
自
身
に
否
定
的
な
感

情
が
生
じ
た
と
き
は
ゆ
っ
く
り
５
秒
数

え
る
な
ど
気
持
ち
を
落
ち
着
け
た
り
、

体
調
や
孤
独
感
な
ど
何
が
原
因
な
の
か

を
振
り
返
っ
た
り
、
自
分
な
り
に
、
気

分
転
換
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
見
つ
け

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
を
工
夫
し
、

互
い
に
信
頼
で
き
る
心
地
よ
い
関
係
を

築
く
こ
と
も
大
切
で
す
。
関
わ
り
方
の

一
例
を
下
に
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
児
童
少
年
相
談
セ
ン

タ
ー
「
ほ
っ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

　
☎
２
０
３
局
１
５
５
５
番

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

 

し
つ
け
と
体
罰
は
別
物

 

温
か
い
関
係
を
築
く
一
工
夫

みんなで育児を支える社会へ
「虐待かも」と思ったら

１
い ち は や く

８９番へ連絡を

子どもとの関わり方

工夫のポイント

　
近
年
、
核
家
族
化
の
進
行
に
よ
っ
て
地
域
の
つ
な
が
り
が

希
薄
化
し
、
相
談
相
手
の
い
な
い
ま
ま
子
育
て
を
し
て
い
る

家
庭
が
増
え
て
い
ま
す
。
知
識
や
経
験
不
足
か
ら
子
ど
も
が

保
護
者
の
ス
ト
レ
ス
の
は
け
口
と
な
り
、
保
護
者
は
自
分
が

虐
待
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ず
、
し
つ
け
と

し
て
体
罰
を
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
体
罰
に
よ

ら
な
い
子
育
て
を
み
ん
な
で
考
え
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

●子どもの気持ちや考えに耳を傾ける
　自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたとい
う体験で、大切にされていると感じます。
●「言うことを聞かない」にもいろいろある
　「イヤだ」という感情を持つこと自体はいけな
いことではありません。重要ではない場合、必要
以上に言い合わないのも良いでしょう。
●子どもの成長・発達によって異なる
　子どもによりできることできないことがありま
す。成長・発達に応じたケアを考えましょう。
●子どもの状況に応じて環境を整える
　危ないものに触れないようにするなど、叱らな
いでよい環境づくりを心掛けましょう。
●注意の方向を変えたり、やる気に働きかける
　気持ちの切り替えが難しいこともあります。時
間があれば待ってみたり、場面を切り替えるなど
注意の方向を変えてみても良いでしょう。
●肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本に
　「ここでは歩いてね」など肯定文で何をするか具 
体的に伝えましょう。「一緒におもちゃを片付け
よう」など共に行動する伝え方も良いでしょう。
●良いこと、できていることを具体的に褒める
　良い態度や行動を褒めることは自己肯定感を育
むことになります。結果だけでなく今できている
ことに注目して褒めることも大切です。

正面玄関

階段

情報公開コーナー

中庭

役場1階
住民係
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■
柴
原
さ
ん
の
野
球
教
室
を
取
材
。

子
ど
も
の
頃
、
テ
レ
ビ
の
中
で
活
躍

し
て
い
た
ス
タ
ー
を
間
近
で
見
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
、
大
緊
張
の
中
総

合
運
動
公
園
へ
向
う
私
。
実
際
に
お

会
い
す
る
と
、「
今
日
は
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
！
」
と
、
と
て
も
気

さ
く
に
声
を
掛
け
て
く
れ
、
緊
張
が

ほ
ぐ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
が
キ
ャ
ッ

チ
し
損
ね
た
ボ
ー
ル
を
私
が
拾
い
、

柴
原
さ
ん
に
投
げ
て
渡
し
た
こ
と

は
、
若
干
話
を
盛
り
つ
つ
友
人
に
自

慢
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
奥
園
）

■
今
号
の
特
集
は「
ニ
セ
電
話
詐
欺
」

多
く
の
人
が
自
分
は
大
丈
夫
と
思
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
も
そ
の
１
人
で
し
た
。
し
か

し
、
特
集
を
組
む
に
あ
た
り
手
口
を

調
べ
た
り
、
実
際
の
犯
人
の
声
を
き

い
た
り
し
て
、
状
況
に
よ
っ
て
は
だ

ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
考
え
直
し
、
家
族
で
情
報
を
共

有
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
大
切
な
家

族
を
守
る
た
め
、
こ
の
機
会
に
詐
欺

の
こ
と
を
話
し
合
い
、
対
策
を
考
え

て
み
て
く
だ
さ
い
。 

（
山
本
あ
）

ＷＥＢ広報みずまき 町ホームページでは、最新の「広報みずまき」のほかバックナンバーも楽しめます。 https://www.town.mizumaki.lg.jp/

　厚生労働省では、「国民
の一人一人、ねんきんネット
などを活用しながら、高齢
期の生活設計に思いを巡 
らす日」として、11（いい）
月 30（みらい）日を「年金
の日」としています。
　この機会に「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」
で、自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、高
齢期に備え、未来の生活設計を考えてみませんか。
●ねんきん定期便
　毎年１回、誕生月に国民年金と厚生年金保険の加入
者に「ねんきん定期便」を送っています。年金加入記
録や年金受給見込額などを確認することができます。
●ねんきんネット
　ねんきんネットを利用すると、いつでも自身の年金
記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額につ
いて、さまざまなパターンの試算をすることもできま
す。詳しくは日本年金機構ホームページを見るか八幡
年金事務所（☎ 631-7962）に問い合わせてください。
●問い合わせ　役場保険年金係☎ 201-4321

国民年金良い未来を考えよう
11月30日は年金の日

　交通事故に遭ったり、他
人の飼い犬にかまれたりす
るなどの「第三者の行為」
で、けがや病気をした場合
も国民健康保険（国保）が使
えます。
　ただし、医療費は加害者が負担することが原則と
なりますので、国保が医療費を一時的に立て替え、
後で加害者に請求します。
●届け出を忘れずにしましょう
　国保で医療を受けるときは、必ず事前に役場保険
年金係に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病
届」を提出してください。
●示談は慎重にしましょう
　「第三者行為による傷病届」の提出前に加害者から
治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国
保が加害者に請求できなくなる場合があります。
　また、医療費を返還しなければならない場合もあ
りますので、必ず役場保険年金係に事前相談をしてく
ださい。
●問い合わせ　役場保険年金係☎ 201-4321

　売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税
額などを伝えるインボイス制度の説明会が行われま
す。制度について知りたい人はぜひ参加してください。
　国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」
には、制度の概要や Q&A・申請手続きに関する情報
を掲載していますので、併せて確認してください。
●と　き　
▷11月 21日（月）午前 10 時 30 分・午後１時 30 分
▷12月15 日（木）午前 10 時 30 分・午後１時 30 分
※１時間程度行います。
●ところ　若松税務署４階会議室（若松区本町）
●定　員　各 20人（予約制）
●申し込み・問い合わせ　若松税務

署個人課税第一部門☎761-2537
●制度に関する問い合わせ　
　専用ダイヤル☎ 0120-205-553

（受付時間は平日午前９時～午後５時）

　10 月下旬に町民一人一人へ１万円分の商品券を発送
しました。郵便局から受け取れなかった人は事前に
問い合わせて役場生活支援係に取りに来てください。
●窓口給付の開始日　11月８日（火）
●持ってくるもの　窓口に来る人の身分証明書（免許

証・マイナンバーカード・保険証など）
※別世帯の人が来る場合、本来商品券を受領する世

帯主の身分証明書のコピーと委任状も必要です。

【出生前に商品券が受け取れます】　
　商品券が届いた世帯で、令和５年２月 20 日ま
でに母子健康手帳の交付を受けた人は、出生前
に商品券を受け取れます。身分証明書と出産予
定日の書かれた母子健康手帳を持って、手続き
に来てください。

●問い合わせ　役場生活支援係☎ 201-4321

園児を募集します
保育所・認定こども園（保育所部分）・小規模保育事業

●対象の保育所・認定こども園・小規模保育事業

※じぶんみらい保育園水巻・水巻さくらんぼこども園は小規模保育事業のため、０～２歳児クラスのみ

名　称 所在地 電話番号 定員（人） 乳児保育 障がい児保育
水巻みなみ保育所 二西一丁目 7 番１号 202-5218 70 ４か月～ ○
水巻北保育所 猪熊五丁目 3 番 8 号 201-9308 60 ４か月～ －
水巻吉田保育園 吉田西二丁目１番 13 号 202-7193 120 ２か月～ ○
水巻第一保育所 頃末北一丁目１番 3 号 201-1500 80 ３か月～ ○
水巻町第二保育所 古賀二丁目４番 17 号 201-4191 110 ３か月～ ○
認定こども園水巻幼稚園 （保育所部分） 下二西三丁目６番15 号 202-0001 78 ６か月～ ○
認定こども園水巻中央幼稚園 （保育所部分） 古賀二丁目１番８号 201-0419 80 ６か月～ ○
じぶんみらい保育園水巻※ 頃末南三丁目23 番3号 202-0088 19 ３か月～ －
水巻さくらんぼこども園※ 猪熊九丁目８番15 号 203-3622 18 ４か月～ ○

　保育所・認定こども園（保育所部分）・小規模保育事業の令
和５年４月入所・入園の受付を開始します。詳しい要件などは、
受付場所で配布する「保育所等利用案内」で確認できます。
●受付期限　12 月16 日（金）
●受付場所　
▷新規　役場子育て支援係

▷継続　保育所・認定こども園・小規模保育事業
●対　象　保護者が仕事をしているなどで、家庭での保

育ができない子ども
●必要な書類　受付場所で配布する申込用書類一式
●問い合わせ　
　役場子育て支援係☎ 201-4321

　町では、生ごみ処理機やダンボールコンポストを購入
する人へ補助を行っています。
●対　象　町内に住む人で下の条件を満たす人
▷購入した人が管理している場所で使用する
▷できた堆肥をきちんと使用できる
▷自分の責任で近隣に迷惑をかけないよう管理できる

【生ごみ処理機】　対象品目を購入後、必要書類を役場環
境係に提出してください。

●必要な書類　印鑑・保証書やカタログなど・申請者宛

　ての領収書・申請者名義の通帳
【ダンボールコンポスト】　環境係窓口で販売しています。

※発酵促進剤以外の全品目が１つのセットになっています。
●問い合わせ　役場環境係☎ 201-4321

生ごみ処理機の購入補助を活用しよう 環境 station

町の環境情報を発信

対象品目 補助額
（10円未満切捨） 補助の制限

生ごみ処理容器 税込額の1/2で
上限2,800円 １世帯で２台のみ

電動式生ごみ処理機 税込額の1/2で
上限20,000円 １世帯で１台のみ

対象品目 住民負担額 補助の制限

専用ダンボール 160　円 年度で４箱
基材 550　円 年度で４個

温度計 370　円 －
虫よけカバー 430　円 －

冊子 715　円 －
スタータキット※ 1,370円 １セットのみ

発酵促進剤 400　円 －

事故などの受診時は
第三者行為の届け出を

若松税務署主催
インボイス制度説明会

物価高騰対策
商品券は受け取りましたか

▲特設サイト

商品券の使用期間は
令和５年２月20日まで
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